
北海道告示第11191号

北海道が令和５年度において補助金等を交付する事務又は事業、補助対象経費、補助率等を次のとおり定める。

また、次の表の左欄に掲げる事務又は事業に係る補助金等の交付の決定、補助金等の額の確定その他補助金等の交付に関する権限は、それぞれ同表の補助金等の交付に関する権限の委任欄に掲げる職にある者に

委任する。

令和５年８月24日

北海道知事 鈴木 直道

（水産林務部所管分）

補助金等を交付する事 交付申請書に添 実績報告書に添 交付申請書の提 補助金等の交付に関

務又は事業の名称及び 補 助 対 象 者 補 助 対 象 経 費 補 助 率 等 付すべき関係書 付すべき関係書 出部数、提出期 する権限の委任 摘 要

その目的又は趣旨 類 類 限及び提出先

１ クリーンラーチ苗木早期 森林の間伐等の 認定特定増殖事業者が実施するクリー ２分の１以内 水林第14号様式 水林第29号様式 提出部数 １部 総合振興局長又は振

増産対策事業 実施の促進に関す ンラーチ採種園における採種木への施肥 水林第18号様式 水林第31号様式 提出期限 別に指示 興局長

二酸化炭素吸収能力や成 る特別措置法（平 及び下刈りに要する経費 水林第20号様式 別に指示する様 する日

長に優れた優良種苗である 成20年法律第32 水林第32号様式 式 提 出 先 総合振興

クリーンラーチ苗木の増産 号）第９条第１項 別に指示する様 局又は振

を図るために実施する採種 に基づく認定を受 式 興局

園の整備について、予算の けた認定特定増殖

範囲内で補助する。 事業者


